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1. はじめに 
 

在宅血液透析（HHD）は、高い治療効果がみられるが普及には至っていな

い。一因として HHD の教育及び管理を行う施設が少ないことが挙げられる。

実施施設を増やすには、HHD の研修施設整備が急務とされていた。研修施設

整備 WG は HHD の人材育成制度の構築を目的に発足した。これまでに WG

では教育研修機関の要件、受講条件、研修に関わる事務局業務、研修の流れ

について議論を重ねた。以下に研修施設整備 WG の概要を示す。  

 

 

研修施設整備 WG の取り組み内容  

 

 

  

研修施設の整備
•研修施設の条件 ・申請書について

•業務委託金ついて ・研修内容の取り決め

研修依頼をする

施設について

•事前確認事項：決まりごと

•申込書について

•報告書について

事務局

•申請書の審査および管理

•申込書の管理

•報告書の管理

研修の流れに

ついて
•研修の流れ
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2. 教育研修機関の要件 
 

Ⅰ．教育研修機関の選定基準 

①～③をすべて満たすこと  

①  HHD 導入実績が延べ 10 名以上 *であること  

②  導入マニュアルが整備されていること  

③  日本在宅血液透析学会の施設会員であること、  

または役員および評議員がいること。  

＊延べ人数は関連施設の合計でも可  

 

Ⅱ．申請書について 

HHD の教育研修機関を希望する施設は、申請書と導入のマニュアルを事

務局へ FAX もしくはメールにて提出する。  

※  教育研修機関の適否は、後日事務局より窓口となる方へ連絡が入る。  

※  教育研修機関として適していると判断された場合は一般社団法人日本

在宅血液透析学会の HP に掲載される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教育研修機関申請書  
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Ⅲ．業務委託金について 

1 回の研修は 3 時間以上とし、業務委託金は受入れ人数が 3 人以上の場

合は 1 回あたり 3 万円、3 人未満の場合は 1 回あたり 2 万円とする。  

※  研修終了後、研修施設側・依頼側が研修報告書を事務局へ提出された後

に、研修施設機関へ支払われる（支払時期は都度払いとする）。  

 

Ⅳ．研修内容の取り決め 

①  日本透析医会発行の『在宅血液透析管理マニュアル（改訂版）』をもと

に説明を行う。 

※但し、各施設のマニュアルをもとに補足・追加説明は可  

 

②  原則、患者の教育訓練・外来診療を見学する。 

  

在宅血液透析管理マニュアル（改訂版） 
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3. 研修の受講条件 
 

Ⅰ．事前確認事項：決まりごと 

①  日本在宅血液透析学会の学会員が研修者にいること。  

②  日本透析医会発行の『在宅血液透析管理マニュアル（改訂版）』を 

事前に確認する。   

③  研修施設側の指示に従い感染対策を行う。 

④  研修終了後に報告書を事務局に提出する。  

⑤  宿泊及び交通手段は自己負担で手配する。  

 

Ⅱ．申込書について 

研修希望者は、事前に研修機関先と連絡を取り研修日などを調整する。  

研修機関先および日程が決まり次第、必ず下記の研修申込書を記載し事務

局へ FAX もしくはメールにて提出する。  

※研修機関先の選択や直接連絡を取ることが困難な場合は事務局に相談する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修申込書  

or 
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Ⅲ．報告書について 

研修終了後は、必ず教育研修機関側・研修依頼側が上記の研修報告書を記

載し事務局へ FAX もしくはメールにて提出する。  

※  原則、研修報告書の提出は研修終了後 1 ヶ月以内とする。  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修報告書（教育研修機関） 研修報告書（研修依頼側） 
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4. 事務局 
Ⅰ．申請書の審査および管理 

1. 教育研修機関申請書は学会事務局で管理し、審査結果を窓口とな

る方へ報告する。  

2. 教育研修機関申請書の適否は研修施設整備 WG で一度申請書を確

認した後、理事会に上申し審議後、教育研修機関と認定する。 

 

Ⅱ．申込書の管理 

1. 研修申込書は事務局で詳細を確認し管理する。  

 

Ⅲ．報告書の管理 

1. 研修報告書を事務局で詳細を確認し管理する。  

 

5. 研修の流れについて 
1. 研修依頼側が学会 HP に掲載してある教育研修機関を選び、窓口の方

へ直接連絡をする。 

2. 研修依頼側と教育研修機関で日程や内容等を決め、事務局へ研修依頼

側が研修申込書を提出する。  

※研修機関先の選択や直接連絡を取ることが困難な場合は事務局に相談する。 

3. 研修を行う。  

4. 研修終了後は教育研修機関側・研修依頼側が研修報告書を事務局へ提

出する。  

5. 事務局で研修報告書の詳細を確認し、教育研修機関へ                 

業務委託金が支払われる。  
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